
お知らせ       
「令和３年東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会特別措置法（平成２７年法律第３３号）

第３２条第２項の規定」に基づき、２０２１年に限り、

「海の日」は７月２２日に、「スポーツの日」は７月２

３日に、「山の日」は８月８日に変更となります。それ

に伴い、当院の外来休診日は以下の通りになりますの

でお知らせいたします。尚、９月２１日（火）は創立

記念日のため休診とさせていただきます。皆様にはご

迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  

令和３年７月１９日（月） 通常通り診療 

２２日（木） 休  診 

２３日（金） 休  診 

８月 ９日（月） 休  診 

１１日（水） 通常通り診療 

     ９月２１日（火） 休  診 

             （創立記念日） 

１０月１１日（月） 通常通り診療 


